
2020年 11月 2日 

 都道府県ホッケー協会 御中 

 ホッケージャパンリーグ 御中 

日本社会人ホッケー連盟 御中 

 日本学生ホッケー連盟 御中 

 全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中 

マスターズ部会 御中 

中学校部会 御中 

 スポーツ少年団部会 御中 

 各ブロック、各都道府県競技長・審判長 御中 

                            公益社団法人 日本ホッケー協会 

                             技術委員会 委員長 平尾 豊 

 

公式試合・大会の運営について（通 知） 

 

 平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

 さて、コロナ禍の中でスポーツの大会が「うつさない、うつらない」を原則として、多くの関係者

の工夫と努力により徐々に開催されるようになってきております。ホッケー競技においても９月に

開始された全日本社会人大会やホッケージャパンリーグを封切りに年末の全国高等学校選抜大会ま

で全国大会が目白押しで開催されます。 

 ついては、新型コロナウイルス感染予防対策はもとより、公正かつ安全に円滑に実施するために

も下記のことについて大会関係者に周知・遵守を徹底して大会運営に当たっていただくようにお願

します。 

さらにまた、各関係機関および大会関係者のご理解と連携協力をお願いします。 

 

記 

 

１）大会新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを遵守 

 

２）ＴＤ、ＵＭを配置について（通知 2018年 6月 26日付け） 

(1)全国大会（ＪＨＡが主催、共催）・・・ＴＤ、ＵＭを配置 

(2)ブロック大会         ・・・ＴＤ、ＵＭを配置 

(3)都道府県大会         ・・・ＴＤ配置、ＵＭの配置推奨 

 

３）ＪＨＡ有資格者（ＴＯ、ＪＧ、ＵＭＰ）による試合運営 

(1) 都道府県協会・競技長・審判長、ブロック競技長・審判長との連携と協力を密にすること 

 

 



４）大会参加申込書について 

(1)大会参加申込書にプレイヤーおよびチーム役員全員のＪＨＡ登録番号の記載 

(2)事前登録確認（通知令和元年 7月 26日付け） 

 

５）ＪＨＡ登録証の確認（選手、チーム役員、競技役員） 

(1)大会中のＪＨＡ登録証確認 

(2)大会中の常時携帯 

(3)不携帯者に対し、登録確認後に大会ＴＤが「登録証明書」を発行（手数料５００円） 

 

６）ＪＨＡ行動規範確認書の提出（チーム、競技役員） 

 

７）参考資料 

(1)競技会におけるＴＤ、ＵＭの配置について（通知） 

(2)各競技大会（ブロック予選を含む）にかかる事前登録確認業務について（通知） 

 

 

 

【お問合せ先】 

 公益社団法人日本ホッケー協会技術委員会 

 近藤聡史 ( technical-com.jha@outlook.jp) 



2018年6月26日  
都道府県ホッケー協会 殿 
日本社会人ホッケー連盟 殿 
日本学生ホッケー連盟 殿 
全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 殿 
中学校部会 殿 
スポーツ少年団部会 殿 
ホッケージャパンリーグ 殿 
ブロック審判長・競技長 殿 
 

                 公益社団法人日本ホッケー協会 
                 技術委員長  真 喜代司 

 
競技会におけるTD、UMの配置について（通知） 

 
平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

さて、2020年のオリンピック・パラリンピック競技大会に向けスポーツへの関心が高まっていますが、同時

に試合内外における不適切な言動に関しても社会の関心が高まっています。そのため、ホッケー競技におい

ても、競技会において問題が発生した場合に備え、適切な対応体制、責任の所在を予め明確化しておくこと

が重要です。 
「都道府県大会並びにブロック大会におけるTD 制について（通知）」（2017 年 3 月 23 日付）にて TD 制

の導入のお願いをしているところでありますが、上記の状況を踏まえ、下記の通り変更いたしますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 
  

記 
 
1. TD、UM配置の意義 

競技会開催中の事故や不適切な言動に基づく問題が発生した場合には、責任を持って対応する責任者の所

在を予め明確にしておく必要があります。更にはホッケー競技の発展を視野に入れたメディアや観客への対

応を適切に実施していく大会運営体制も必要です。そのためにTDを設置した運営体制で実施する大会を定

着させていかなければならないと考えています。また、試合中には重要な役割を担う審判員を適切に監督・

指導する UM は、TD を補佐し、技術的内容についての責任を持つことができるため、一定以上の規模の

大会についてはTDの補佐としてUMの配置が円滑な大会運営には必要です。 
 

2. TD、UMを配置する大会 
下記の大会の開催にあたっては、主催者はTD、UMを配置して運営してください。 
 
全国大会（JHAが主催、共催）--- TD、UMを配置して実施します。 
ブロック大会（※）--- TD、UMを配置してください。 
都道府県大会（※）--- TDを配置してください。UMの配置を推奨します。 
上記以外の大会  --- TD、UMの配置を推奨します。 
※ブロック大会：全日本中学生選手権大会、全国高等学校選手権大会（インターハイ）、 

全国高等学校選抜大会、全日本社会人大会、国民体育大会の予選会に相当するブロック

での大会 
都道府県大会：全日本中学生選手権大会、全国高等学校選手権大会（インターハイ）、 

全国高等学校選抜大会、全日本社会人大会、国民体育大会の予選会に相当する 
都道府県内での大会 

 



3. TDの資格 
公認競技役員規程（第7条）に記載のとおり、適切な資格保有者でなければなりません。TO有資格者は

全国大会以外の TD を行うことができます。大会の規模や予算制約により TD が試合の TO を兼務する

ことも可能です。 
なお、予算制約、要員制約により有資格者の TD 配置がどうしても困難な場合は、責任のとれる適任者

を配置することも可能としますが、事前に当該ブロック競技長の了承が必要です。 
 

4. UMの資格 
予算制約、要員制約により有資格者の UM 配置が困難な場合は、ブロック・都道府県審判長、A 級・B
級資格保有者、A 級・B 級引退者をUM として配置することができます。ただし、事前に当該ブロック

審判長の了承が必要です。また、大会の規模によりTOや試合の審判員と兼務することが可能です。 
 

5. 適用日 
2018年9月1日 
なお、「都道府県大会並びにブロック大会におけるTD制について（通知）」は2018年8月31日で廃止

します。 
 

6. 参考資料 
都道府県大会並びにブロック大会におけるTD制について（通知）（2017年3月23日付） 

 
以上 

 
【本件のお問合せ先】       

              公益社団法人日本ホッケー協会 技術委員会 
              競技部長 平尾豊   

Email: jha-part@japan-hockey.org 
TEL 090-7372-0054  

義彦
四角形



令和元年７月２６日	  
 
都道府県ホッケー協会	 殿 
ブロック・都道府県競技部長・審判部長	 殿 
公認競技役員	 殿 
 
	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 公益社団法人	 日本ホッケー協会	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 技術委員会	 委員長	 真	 喜代司	  

 
各競技大会（ブロック予選会を含む）にかかる事前登録確認業務について（通知） 

 
 
平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。このことにつきまして、下記の

とおり、登録確認を行っていただきます。関係各位におかれましては、遺漏のないように確認業務

を行っていただき、大会がスムーズに運営できますように、ご協力の程よろしくお願いいたします。 
 

記 
 
１	 大会エントリーメンバーの登録確認方法について 
① 	 国体及び国体ブロック大会は、JHA事務局(担当；安岡）が照合し開催地に伝える。 
② 	 インターハイ、スポーツ少年団大会、全国中学生選手権大会、全日本社会人選手権大会、全
日本学生選手権大会、全国高等学校選抜大会、マスターズ大会及び全国中学生11人制大会は、
それぞれ主催する団体の長に IDコードを示し、長の判断でその団体内または開催地に協力を
仰ぎ照合する。 
	 ただし、開催地に協力を依頼する場合は、団体の長が責任をもって開催地担当者に指示する

こととする。 
③ 	 全日本選手権大会は、全日本社会人選手権大会、全日本学生選手権大会ですでに照合済みと
いうことで、JHA事務局(担当；安岡）で再確認後、開催地責任者に情報を伝える。 

④ 	 その他のブロック予選については、開催する実行委員会等の責任者が照合することとする。 
２	 照合に関する事務処理等について 
① 	 登録確認に必要な IDコードは、確認責任者が（公社）日本ホッケー協会事務局に依頼して
取得すること。 

② 	 登録確認に際しては、個人情報の取り扱いについて格段の注意を払い、確認後はその資料は
完全に削除することを徹底すること。 

３	 登録確認後の業務について 
① 	 エントリー者の登録確認後は、登録確認者は速やかに大会TDに報告すること。 
② 	 もしも、登録漏れや登録不備があった場合は、登録確認者が責任をもって当該チームとの連
絡調整を行うこととし、処理困難が生じた場合はTDへ報告し、TDが処理することとする。 

③ 	 その他、登録に関する疑義が生じた場合はTDへ報告し、TDの権限で処理する事項につい
てはTDが、その他の事項については技術委員会登録担当者が処理することとする。 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 このことに関する問い合わせ先 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （公社）日本ホッケー協会 

技術委員会	 競技部長	 平尾	 豊 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL	 090-7372-0054	 	 E-mail	 a54_hirao@yahoo.co.jp	  

義彦
四角形


